
 
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
及
び
児
童
福
祉
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴

う
関
係
規
則
の
整
理
に
関
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
十
二
月
二
十
五
日 

広
島
県
知
事 

湯 
 

﨑 
 

英 
 

彦 

広
島
県
規
則
第
七
十
二
号 

 
 
 

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
及
び
児
童
福
祉
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律 

 
 
 

の
施
行
に
伴
う
関
係
規
則
の
整
理
に
関
す
る
規
則 

 

（
広
島
県
会
計
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

広
島
県
会
計
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
広
島
県
規
則
第
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。 

 

別
表
第
三
の
三
の
項
中
「
第
五
十
六
条
第
十
項
」
を
「
第
五
十
六
条
第
七
項
」
に
改
め
る
。 

 

（
広
島
県
地
方
機
関
の
長
に
対
す
る
事
務
委
任
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

広
島
県
地
方
機
関
の
長
に
対
す
る
事
務
委
任
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
広
島
県
規
則
第
五
十
六
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
八
条
第
十
一
号

中
「
第
五
十
六
条
第
八
項
」
を
「
第
五
十
六
条
第
五
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
九
条
第
七
十
号
㈣
を
削
り
、
同
号
㈤
中
「
第
五
十
六
条
第
八
項
」
を
「
第
五
十
六
条
第
五
項
」
に
改

め
、
同
号
㈤
を
同
号
㈣
と
す
る
。 

 

第
十
二
条
第
一
号

中
「
指
定
医
療
機
関
」
を
「
指
定
発
達
支
援
医
療
機
関
」
に
改
め
、
同
号

中
「 

第
五
十
六
条
第
八
項
」
を
「
第
五
十
六
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
号

中
「
第
五
十
七
条
の
三
第
二
項
」

を
「
第
五
十
七
条
の
三
第
三
項
」
に
改
め
、
同
号

中
「
第
五
十
七
条
の
四
第
二
項
」
を
「
第
五
十
七
条

の
四
第
三
項
」
に
改
め
る
。 

 

（
広
島
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
三
条 

広
島
県
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
広
島
県
規
則
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

 

第
十
一
条
健
康
対
策
課
の
項
第
八
号
中
「
小
児
特
定
疾
患
」
を
「
小
児
慢
性
特
定
疾
病
」
に
改
め
、
同

項
第
二
十
五
号
中
「
広
島
県
難
病
認
定
審
査
会
」
を
「
広
島
県
指
定
難
病
審
査
会
」
に
改
め
、
同
項
第
二

十
六
号
中
「
広
島
県
小
児
慢
性
特
定
疾
患
認
定
審
査
会
」
を
「
広
島
県
小
児
慢
性
特
定
疾
病
審
査
会
」
に

改
め
る
。 

 

第
十
九
条
第
一
項
の
表
健
康
福
祉
局
の
部
健
康
対
策
課
の
款
中 

「 
 

 

」
を

広
島
県
難
病
認
定

審
査
会 

原
因
不
明
で
、
治
療
方
法
が
確
立
し
て
い
な
い
難
病
に
関
し
、
医
療

費
助
成
の
対
象
患
者
と
な
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
審
査
す
る
こ
と
。 

広
島
県
小
児
慢
性

特
定
疾
患
認
定
審

査
会 

小
児
慢
性
疾
患
の
う
ち
、
原
因
不
明
で
、
治
療
方
法
が
確
立
し
て
い

な
い
難
病
に
関
し
、
医
療
費
助
成
の
対
象
患
者
と
な
る
か
ど
う
か
に

つ
い
て
審
査
す
る
こ
と
。 

 
 

  



「 
 

 

」
に

広
島
県
指
定
難
病

審
査
会 

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法

律
第
五
十
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
定
医
療
費
の
支
給
認
定
を
し

な
い
こ
と
に
関
し
審
査
す
る
こ
と
。 

広
島
県
小
児
慢
性

特
定
疾
病
審
査
会 

児
童
福
祉
法
の
規
定
に
基
づ
き
、
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
費
の
支

給
認
定
を
し
な
い
こ
と
に
関
し
審
査
す
る
こ
と
。 

 
 

 

改
め
る
。 

 

第
五
十
二
条
保
健
課
の
項
第
八
号
並
び
に
第
五
十
七
条
保
健
課
（
広
島
県
西
部
保
健
所
広
島
支
所
及
び

広
島
県
東
部
保
健
所
福
山
支
所
に
限
る
。
）
の
項
第
八
号
及
び
厚
生
保
健
課
（
広
島
県
西
部
保
健
所
呉
支

所
に
限
る
。
）
の
項
第
二
十
四
号
中
「
小
児
特
定
疾
患
」
を
「
小
児
慢
性
特
定
疾
病
」
に
改
め
る
。 

 

（
広
島
県
看
護
師
等
修
学
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
四
条 

広
島
県
看
護
師
等
修
学
資
金
貸
付
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
広
島
県
規
則
第
八
十
四
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
三
条
第
一
号
イ
⑷
中
「
第
六
条
の
二
第
三
項
」
を
「
第
六
条
の
二
の
二
第
三
項
」
に
改
め
る
。 

 

（
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
） 

第
五
条 

児
童
福
祉
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
二
年
広
島
県
規
則
第
四
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。 

 

第
二
十
一
条
第
二
項
中
「
指
定
医
療
機
関
」
を
「
指
定
発
達
支
援
医
療
機
関
」
に
改
め
る
。 

 

別
記
様
式
第
六
号
の
七 

（表）
中 

「 （
次
の
欄
は
医
療
型
障
害
児
入
所
施
設
又
は
指
定
医
療
機
関
の
利
用
を
希
望
す
る
場
合
に
記
入
し
，
 

保
険
証
の
写
し
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。
）

 

」
を

「 （
次
の
欄
は
医
療
型
障
害
児
入
所
施
設
又
は
指
定
発
達
支
援
医
療
機
関
の
利
用
を
希
望
す
る
場
合
に
 

記
入
し
，
保
険
証
の
写
し
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。
）

 

」
に
、

「 □
指
定
医
療
機
関

」
を
「 □

指
定
発
達
支
援
医
療
機
関

」
に
改
め
、
同
様
式

（裏）
中 

「  
医
療
型
障
害
児
入
所
施
設
又
は
指
定
医
療
機
関
へ
の
入
所
者
で
あ
る
た
め
，
医
療
型
個
別
減
免
を
 

申
請
し
ま
す
。

 

」
を

「  
医
療
型
障
害
児
入
所
施
設
又
は
指
定
発
達
支
援
医
療
機
関
へ
の
入
所
者
で
あ
る
た
め
，
医
療
型
個
 

別
減
免
を
申
請
し
ま
す
。

 

」
に
、

「 
※
l 

「
医
療
型
個
別
減
免
」
と
は
，
医
療
型
障
害
児
入
所
施
設
又
は
指
定
医
療
機
関
に
入
所
す
る

児
童
(者

)を
対
象
と
し
た
利
用
者
負
担
の
軽
減
制
度
で
，
福
祉
サ
ー
ビ
ス
費
，
医
療
費
及
び
食

事
療
養
費
部
分
に
つ
い
て
利
用
者
負
担
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。
 

」
を

「 
※
l 

「
医
療
型
個
別
減
免
」
と
は
，
医
療
型
障
害
児
入
所
施
設
又
は
指
定
発
達
支
援
医
療
機
関
に

入
所
す
る
児
童
(者

)を
対
象
と
し
た
利
用
者
負
担
の
軽
減
制
度
で
，
福
祉
サ
ー
ビ
ス
費
，
医
療

費
及
び
食
事
療
養
費
部
分
に
つ
い
て
利
用
者
負
担
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。
 

」
に

改
め
る
。 

 

別
記
様
式
第
二
十
三
号
中 



「 注
１
 
事
務
費
は
，
児
童
養
護
施
設
，
児
童
自
立
支
援
施
設
，
情
緒
障
害
児
短
期
治
療
施
設
，
乳
児

院
又
は
自
立
援
助
ホ
ー
ム
に
お
い
て
暫
定
定
員
を
超
え
て
認
可
定
員
又
は
条
例
等
で
定
め
た
定

員
に
達
す
る
範
囲
内
で
一
時
保
護
を
受
託
し
た
場
合
，
フ
ァ
ミ
リ
ー
ホ
ー
ム
に
お
い
て
定
員
に

達
す
る
範
囲
内
で
一
時
保
護
を
受
託
し
た
場
合
（
た
だ
し
，
新
設
に
よ
り
開
所
し
，
初
め
て
児

童
を
受
託
し
た
日
の
属
す
る
月
か
ら
６
か
月
間
を
除
く
。
）
，
障
害
児
入
所
施
設
に
お
い
て
認

可
定
員
又
は
条
例
等
で
定
め
た
定
員
に
達
す
る
範
囲
内
で
一
時
保
護
を
受
託
し
た
場
合
及
び
肢

体
不
自
由
児
又
は
重
症
心
身
障
害
児
を
入
所
さ
せ
る
児
童
福
祉
法
第
６
条
の
２
第
３
項
に
規
定

す
る
指
定
医
療
機
関
に
お
い
て
一
時
保
護
を
受
託
し
た
場
合
に
対
象
と
な
る
。

 

」
を

「 注
１
 
事
務
費
は
，
児
童
養
護
施
設
，
児
童
自
立
支
援
施
設
，
情
緒
障
害
児
短
期
治
療
施
設
，
乳
児

院
又
は
自
立
援
助
ホ
ー
ム
に
お
い
て
暫
定
定
員
を
超
え
て
認
可
定
員
又
は
条
例
等
で
定
め
た
定

員
に
達
す
る
範
囲
内
で
一
時
保
護
を
受
託
し
た
場
合
，
フ
ァ
ミ
リ
ー
ホ
ー
ム
に
お
い
て
定
員
に

達
す
る
範
囲
内
で
一
時
保
護
を
受
託
し
た
場
合
（
た
だ
し
，
新
設
に
よ
り
開
所
し
，
初
め
て
児

童
を
受
託
し
た
日
の
属
す
る
月
か
ら
６
か
月
間
を
除
く
。
）
，
障
害
児
入
所
施
設
に
お
い
て
認

可
定
員
又
は
条
例
等
で
定
め
た
定
員
に
達
す
る
範
囲
内
で
一
時
保
護
を
受
託
し
た
場
合
及
び
肢

体
不
自
由
児
又
は
重
症
心
身
障
害
児
を
入
所
さ
せ
る
指
定
発
達
支
援
医
療
機
関
に
お
い
て
一
時

保
護
を
受
託
し
た
場
合
に
対
象
と
な
る
。

 

」
に

改
め
る
。 

 

（
社
会
福
祉
施
設
等
措
置
費
用
徴
収
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
六
条 

社
会
福
祉
施
設
等
措
置
費
用
徴
収
規
則
（
昭
和
四
十
八
年
広
島
県
規
則
第
七
十
五
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
備
考
３
⑴
中
「 指

定
医
療
機
関

」
を
「指

定
発
達
支
援
医
療
機
関

」
に
改
め
る
。 

 
 
 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
に
よ
る
様
式
で

し
て
い
る
申
請
そ
の
他
の
手
続
は
、
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
様
式
に

よ
る
申
請
そ
の
他
の
手
続
と
み
な
す
。 


